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１．課を取り巻く環境と求められる方向性

課を取り巻く
環境と求めら
れる方向性

２．課の展望、目標、使命

課の展望
課が目指す
町民生活や
地域社会の姿

指 標
H21
値

（H21）実
績 値

H22
値

平成22年5月14日

建設課

小出善章

小出善章 4

○成熟化した社会における、地域住民のニーズは高度多様化し、地域社会の生活環境への関心が高まってきて
いる。特に、騒音や振動の抑制・道路交通の安全性及び景観を重視した道路の維持修繕が求められている。ま
た、公共施設の安全に対する意識や公共用地の適正管理による清潔さやきれいな地域を求める傾向が高まって
おり、限 られた財源による効率的な管理と地域住民の協力が必要となっている。

○地球規模の異常気象の中で、台風等の大雨による洪水・がけ崩れ等の被害が日本各地において発生している
現状を未然に防止するために、利根川の治水対策や「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく
対策が求められる。また、地域住民を取り込んだ土砂災害防止法に基づく区域指定を行い災害発生時の迅速な
防災体制の連携・強化が求められる。

○全国的な少子高齢化社会を迎え人口減少社会に突入し、これからの都市構造についてもコンパクト化が求めら
れてきている。まちづくり3法など、郊外型開発を抑制する国の法改正など、中心市街地の活性化に対する施策が
展開されているが、当町においては、市街化区域に商業核を誘致するほどの空地がない状況にあり、当町におけ
る新たな市街地整備は、町の総合計画の将来都市像を踏まえ、市町村マスタープランを中心に各種のマスタープ
ランの整備が必要となっている。

○当町を含む地方自治体の経営は大変厳しい状況下におかれており、行財政改革大綱・財政健全化計画に基づ
く施策を実行することは当然ながら、恒久的な財源確保につながる施策としての、人口増加策や企業誘致策は積
極的に推進することが求められています。また、平成22年度からスタートする地域活性化計画に基づく健康公園
整備事業について具体的な整備内容を構築し、当町における住環境の充実が求められている。

○国土調査法により平成22年度の全体計画を構築し、Ｈ２３年度から計画地域ごとに地籍調査を実施し地籍の明
確化が求められている。

公共施設の安全確保、公共用地の除草作業及び生活道路の適正な管理を行い、安心安全な町民生活が営まれ
ている。

備　　　考
指標 説 標値 根拠 デ 得方 等

指　　　標
目標値 績見込値 目標値

道路・公園・緑地関係の要
望処理

80% 　 80%

公共施設等の安全点検
月１回の
点検

　 隔月に1回

都市計画施設の変更決定 0箇所 0箇所 2箇所

健康公園事業 ― ― 100%

アダプトプログラムの検討 ― ― 100%

公共用地管理作業 100% ― 100%

道路整備計画(H18-H22)の
完了率

100% 83.3% 100%

課の使命

上記展望を実現す
るために、課が果
すべき役割

要望に対する処理割合。

急傾斜地危険地区９箇所・公園42箇所・豊年橋・駐輪
場・弧線橋の安全点検等を実施し、併せて公園の利用
状況を把握する。

（指標の説明、目標値の根拠、データ取得方法　等）

年間計画によって計画的な管理を行う。

道路、公園、緑地等の町民生活に密接した公共施設の維持管理を充実させ安心・安全の確保を最重要とする。ま
た地域で出来ることは地域で行っていただくことを前提として、地域住民との役割を明確化し、協働体制の確立を
図る。
都市計画では、基本計画と共に市町村マスタープランを策定し自立できる自治体として必要な施策の方向性を示
すこと。

公園清掃協力事業のあり方及びアダプトプログラム制
度との比較検討により公園管理を充実する。

第２期道路整備計画(平成18年～平成22年:５ヵ年)を策
定し予定箇所42箇所の内、H21年度末で37箇所を着
手、うち35箇所が完了済み、H22年度末で全42箇所完
了する。

課の目標

課の展望を数値
で具体化したもの。
H22年度末の
達成目標

斎場・印西地区衛生センターの都市計画変更を行う。

健康公園事業の整備計画を組み立て、平成２３年度か
ら事業展開を行う準備を完了する。



３．課の経営方針

課の経営方針
（平成２２年度）

事業費 人員 地域資源

↑ ↑ ↑ → Ａ

↑ → ↑ ↑ Ａ

↑ ↑ ↑ → Ａ

都市計画班 ↑ → → ↑ Ａ

工務班 ↑ ↑ ↑ ↑ Ａ

４．施策の優先度

Ａ公共施設等の安全管理の充実

公共用地管理作業の充実

生活道路等の整備

班　　　名 特性分類

健全で計画的なまちづくり
の推進

町道の維持管理

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

施設管理班

施　策　名
成果の
方向性

資源投入の方向性

町の方向を示す次期基本計画に合わせ市町村マスタープランの策定に向けた作業を行っていく。また、町民が日
常生活を行う上で困っている問題を役場に要望しているということを踏まえ、町民の立場に立った考えを持ち対応
することを基本に行動する。
　
（重点項目）
１．公共施設及び急傾斜地の安全管理
　水と緑の運動広場を含む各公園内施設、駐輪場、跨線橋、豊年橋等の安全点検を行い修繕等の対策を講じる。
また、上記の安全点検にあわせ、Ｈ２２年度には消防と連携し土砂災害防止法に基づく区域指定（７箇所）を行
い、土砂災害警戒情報の充実を図る。
２．合理的な要望処理の方法を構築すると共に、公園清掃協力事業のあり方を検討してアダプトプログラムの導
入を検討して町民サービスの向上に努める。
３．公園の利用状況を把握し課題を整理する。特に矢口工業団地内の公園については駐車場としての利用が出
来ないかなど検討を行う。
４．都市計画施設である斎場が機能停止したため、都市計画決定を廃止について判断し、併せて印西地区衛生組
合及び下水道処理場の決定面積についても変更手続きを行う。
５．公共用地管理作業については、年間スケジュールを組みあげて効率的な管理を行う。
６．健康公園整備事業は、地域活性化計画の関連プロジェクトとして位置づけられていることから、関係課との連
携によるプロジェクトチームを編成して事業検討を行う。
７．地籍調査事業を行うことで、地籍の明確化を図り公平・公正な町民サービスを展開する。

優先度

工務班 ↑ ↑ ↑ ↑ Ａ

用地班 ↑ ↑ ↑ ↑ Ａ

1

2

3

4

5

Ａ

生活道路等の整備

地籍調査

Ａ

N0

5．平成２１年度の課の経営方針及び取り組み結果

○市街地整備
土地利用方針に基づく住宅系開発を推進し人口減少の抑制を
図る事業を推進する。
地区計画の課題整理を各自治会と協議する。

平成２１年度取り組み

○公共施設及び急傾斜地の安全管理
公園施設・駐輪場・孤線橋・豊年橋・急傾斜地の危険個所の定
期の目視と安全対策を講じる。

○道路整備
まちづくり交付金事業・追加経済対策事業制度を活用し、第２
次道路整備計画の事業を推進する。

○公園緑地の維持管理体制
公園の清掃協力団体の要綱見直しを行うと共に報奨金による
清掃協力の在り方を検討する。

○都市計画の見直し
都市計画道路や、都市施設の変更等の検討を行う。

平成２１年度取り組み結果

定期的な点検は行えなかったが、公園遊具の修
膳・撤去及び駐輪場の点検整理を行った。

まちづくり交付金事業１０件・追加経済対策事業１
１件の合計２１本の事業を行い遅れていた整備計
画のカバーができた。

清掃協力制度の内容及び検証を行っていない。
建設課が仕掛けた結果ではないが、竜角寺台自
治会による外周道路の植栽ますの修景作業・酒
直台自治会の緑地・道路沿線の清掃活動、南ヶ
丘自治会員が自主的に行っている樹木の剪定作
業、安食台の有志による緑地管理等各団地でそ
れぞれ行われているものの、広めるための事業
展開ができていない。

堀口地区の土地区画整理事業を推進してきた
が、一地権者との合意形成が図れなくなり土地区
画整理事業の中止という判断を下した。
地区計画の課題整理として各自治会と協議する
予定であったが１地区だけ行った。４地区は未実
施。

斎場・印西地区衛生組合 の都市計画変更につい
ては検討したが、具体的な進捗はない。
また、都市計画道路の未着手路線の検討は行っ
ていない。


